
ゆいまわるご利用の手続き

保護者 相談支援専門員

役場
申請
❏ 相談支援専門員
❏ 保育所等訪問支援

相談支援専門員 ❏ 面接 ❏ サービス利用計画書 作成

役場
❏医師の診断書又は意見書の提出
❏役場との面接

❏サービス利用計画書
提出

《 支給決定の審議 》→《 支給決定 》

役場
❏受給者書の発行（送られてきます）
❏受給者証が発行されたことを報告

相談支援専門員 ❏ゆいまわるとの調整

ゆいまわる ❏支援者会議 ❏支援者会議の設定

保育所等訪問支援


